
家
屋
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

取
壊
し
の
届
け
出
は
、
税
務
課
ま
で

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1
日
現
在

で
、
土
地
、・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
平
成
24

年
中
に
新
築
、
増
築
、
取
壊
し
の
あ
っ
た

家
屋
に
つ
い
て
は
、
税
務
課
ま
で
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

 

下
水
道

◆
◆
◆

下
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

下
水
道
（
公
共
下
水
道
・
農
業
集
落

排
水
施
設
）
供
用
開
始
地
域
で
、
ま
だ

未
接
続
の
ご
家
庭
の
み
な
さ
ん
へ

川
や
海
を

汚
し
て
い
る

大
き
な
原
因

は
家
庭
か
ら

出
る
生
活
排

水
で
す
。
下

水
道
が
で
き

て
も
、
住
民

の
み
な
さ
ん
に
接
続
し
て
い
た
だ
か
な
け

れ
ば
家
庭
の
汚
水
は
そ
の
ま
ま
河
川
に
流

れ
込
み
、
下
水
道
の
効
果
を
充
分
に
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

下
水
道
は
み
な
さ
ん
の
大
き
な
財
産
と

し
て
お
考
え
い
た
だ
き
、
美
し
い
自
然
環

境
を
守
り
、
よ
り
豊
か
な
生
活
環
境
を
整

え
て
い
く
た
め
に
、
下
水
道
へ
の
早
期
接

続
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
下
水
道
課
（
吉
備
浄
化

セ
ン
タ
ー

　水
ホ
タ
ル
）

水 

道

◆
◆
◆

水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

2
月
の
水
道
料
金
の
お
支
払
い
期
限

は
、
25（
月
）
で
す
。

口
座
振
替
の
お
客
様
は
、
預
金
残
高
の

確
認
を
お
忘
れ
な
く
！

■
問
い
合
わ
せ
／
水
道
課

募 
集

◆
◆
◆

防
衛
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
募
集
種
目

①
一
般
幹
部
候
補
生

②
予
備
自
衛
官
補
（
一
般
）

③
予
備
自
衛
官
補
（
技
能
）

■
応
募
資
格
（
年
齢
）

①
平
成
26
年
4
月
1
日
現
在
、
20
歳
以
上　

26
歳
未
満
の
者

※
22
歳
未
満
の
者
は
大
卒
、
修
士
の
学
位

を
受
け
た
者
は
28
歳
未
満

②
平
成
25
年
7
月
1
日
現
在
、
18
歳
以
上

34
歳
未
満
の
者

③
平
成
25
年
7
月
1
日
現
在
、
18
歳
以
上

55
歳
未
満
の
者

※
衛
生
、
語
学
、
整
備
、
情
報
処
理
、
通

信
、
電
気
、
建
設
の
国
家
資
格
保
有
者

■
受
付
締
切
等

①
2
月
1
日（
金
）
～
4
月
26
日（
金
）

②
③
4
月
3
日（
水
）
ま
で

※
応
募
資
格
、
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部
有
田
募

集
案
内
所
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献 

血

◆
◆
◆

2
月
の
献
血

■
2
月
10
日（
日
）

○
デ
リ
シ
ャ
ス
広
岡
吉
備
店

10
時
～
12
時
、
13
時
～
16
時

■
2
月
18
日（
月
）

◯
吉
備
苑　

10
時
～
11
時
30
分

◯
有
田
南
病
院　

13
時
～
16
時

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

20




